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令和８年度川西町空き家除却推進事業補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、町民の安全で安心な暮らしを確保し、良好で快適な住生活環境

の形成及び町内の景観の向上を図るため、町内にある空き家の除却を行う者に対し、

補助金を予算の範囲内において交付することについて、川西町補助金等に係る予算

の執行の適正化に関する規則（昭和４４年規則第１５号。以下「規則」という。）に

定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （用語の定義） 

第２条 この要綱における用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

 ⑴ 空き家 人の居住の用に供していた町内に所在する建築物で、今後１年以上に

わたり居住その他の使用がなされないことが常態であると見込まれるものをい

い、建築物に付属する門、塀、柵、物置、植栽及び地下埋設物（浄化槽等）等（以

下「工作物等」という。）を含む。 

 ⑵ 所有者等 町内に所在する空き家の所有者及び所有権等の調整を終えた管理

者をいう。ただし、法人（併用住宅の場合を除く。）、国、地方公共団体、その

他公共性を有する機関を除く。 

 ⑶ 除却 建築物、工作物等を撤去し、更地にすることをいう。 

 （補助の対象） 

第３条 補助の対象となる空き家は、町内に存し次の各号のいずれにも該当する空き

家とする。 

 ⑴ 所有者等が所有する又は管理する空き家であること。ただし、所有者等又は

居住していた者が居住の用に供する建築物を建設するために除却する空き家

を除く。 

 ⑵ 公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないこと。 

 ⑶ 用途が専用住宅又は併用住宅（延べ床面積の２分の１以上が居住用のものに限

る。）であること。 

 ⑷ 所有権以外の権利が設定されていないこと。 

 ⑸ 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号）第２２条

第３項の規定による措置命令を受けていないこと。 

２ 補助の対象となる除却工事は、置賜地域の業者による除却工事とし、建設工事

に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号）の対象となる

床面積の合計が８０平方メートル以上の空き家の除却にあっては、土木工事業、建

築工事業の建設業許可又は解体工事業の登録業者によるものとする。 

３ 補助の対象となる者は、第１項に規定する空き家の除却を実施する所有者等とし、

次の各号の要件を満たさなければならない。 

 ⑴ 本町における納付すべき町税等の滞納がないこと。 

 ⑵ 補助金の交付決定後に除却工事に係る工事請負契約を締結すること。 



 ⑶ 除却工事にあっては当該空き家を全て撤去し、更地にすること。ただし、特段

の理由により工作物等の一部を撤去できない場合は、交付申請時及び変更承認申

請時に申入書等により協議を行うこと。 

 ⑷ 除却工事後の土地を適切に管理すること。 

 （補助金の額） 

第４条 補助金の額は、除却工事に要した費用（消費税及び地方消費税に相当する額

を除く。）の５分の４以内とし、２０万円を限度とする。 

２ 前項の補助金の額に１万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとす

る。 

 （補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、空き家除却推進事業補助金交付（変更

承認）申請書（別記様式第１号）に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければ

ならない。 

 ⑴ 除却工事に係る見積書の写し 

 ⑵ 対象空き家の現況写真、位置図、平面図等 

 ⑶ 除却工事を行う施工業者の土木工事業、建築工事業の建設業許可証の写し又は

解体工事業の登録がされていることを証明できる書類 

 ⑷ 対象空き家の登記事項証明書又は固定資産税課税台帳の写し 

 ⑸ 対象空き家に係る納税証明書及び申請者の本町における納税証明書 

 ⑹ 申請者が対象空き家の所有権等の調整を終えた管理者であって、所有者名義人

の相続手続きが完了していない場合は、確約書（別記様式第２号）及び戸籍謄本 

 ⑺ その他町長が必要と認める書類 

２ 町長は、前項の申請があったときは、内容を審査し必要に応じて現地調査等を行

い、交付することを決定したときは空き家除却推進事業補助金交付決定（変更承認）

通知書（別記様式第３号）により、交付しないことを決定したときは空き家除却推

進事業補助金不交付決定（変更不承認）通知書（別記様式第４号）により、それぞ

れ当該申請者に通知する。 

 （事業内容の変更申請） 

第６条 前条で交付決定を受けた申請者は、規則第６条第２項の承認を受けるときは、

別記様式第１号により、変更に係る部分の関係書類を添えて町長に提出しなければ

ならない。 

２ 規則第６条第１項第１号及び第２号に定める軽微な変更は次に掲げる変更以外

の変更とする。 

 ⑴ 補助金の交付決定額に変更が生じる補助対象経費の変更 

 ⑵ 補助金申請者の変更 

 ⑶ 第３条第３項第３号に規定する変更 

３ 町長は、前項の変更申請を受理したときは、その内容を審査し、事業の変更承認

の可否を決定し、別記様式第３号又は別記様式第４号により当該申請者に通知する。 

 （補助金の実績報告） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者は、事業の完了後（不動産登記法（平成１

６年法律第１２３号）の規定により、不動産登記されている空き家の除却にあって
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は、同法第５７条に規定する滅失登記申請完了後）、速やかに空き家除却推進事業

補助金実績報告書（別記様式第５号）に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなけ

ればならない。 

 ⑴ 工事請負契約書の写し 

 ⑵ 工事状況写真（施工前、施工後及び工事の内容が確認できるもの） 

 ⑶ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号）

第１０条第１項の規定による届け出の写し（補助対象工事が同法第９条第１項の

対象建設工事に該当するものに限る。） 

 ⑷ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第１２条の

３の産業廃棄物管理票（マニフェスト）Ｅ票の写し 

 ⑸ 補助金対象事業の経費に係る経費の明細を確認できる書類（請求書の写し等） 

 ⑹ 補助金対象事業の経費に係る支払いを証明する書類（領収書の写し、通帳の写

し又は金融機関が発行する振込依頼書の写し等） 

 ⑺ 不動産登記されていた空き家の除却にあっては、登記完了証の写し 

 ⑻ その他町長が必要と認める書類 

２ 町長は、前項の実績報告書を受理したときは、当該実績報告書に係る書類等の審

査及び必要に応じて現地調査等により補助金の額を確定し、当該申請者に補助金を

交付するものとする。 

 （決定の取消し等） 

第８条 次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は補助金交付の決定を取り消し

若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずること

ができる。 

 ⑴ この要綱の規定に違反したとき。 

 ⑵ 補助金を目的以外の経費に充てたとき。 

 ⑶ 虚偽の申請、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき又は受けよう

としたとき。 

 ⑷ その他町長が不適当と認めたとき。 

 （その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定め

る。 

 

   附 則 

 この要綱は、告示の日から施行する。 
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